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議案第１１５号 

   世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和元年１１月２６日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 児童福祉法施行令の改正により、区が児童相談所設置市となることに伴い、 

東京都から小児慢性特定疾病医療費の支給認定等に係る業務が区に移管されるため、

規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 



－2－ 

   世田谷区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

 世田谷区心身障害者福祉手当条例（昭和４９年１０月世田谷区条例第４５号）の一

部を次のように改正する。 

 別表３の項障害又は疾病の程度の欄第１号中「児童福祉法施行細則（昭和４１年東

京都規則第１６９号）第６条第２項」を「世田谷区児童福祉法の施行に関する規則（

昭和６２年３月世田谷区規則第３３号）第１条の２第２項」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に児童福祉法施行細則（昭和４１年東京都規則第１６９

号）第６条第２項の小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者は、世田

谷区児童福祉法の施行に関する規則（昭和６２年３月世田谷区規則第３３号）第１

条の２第２項の小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者とみなす。 


